
取組内容一覧

★

福祉体験学習の実施
職員やボランティアが小中学校に出向き、車椅子、手話、ガイドヘルプ、認知症
サポーター養成講座等の講習や高齢者疑似体験等を実施します。また、各学校
へ車椅子や高齢者疑似体験セットの貸し出しを行います。

社会福祉協議会

社会福祉課

町民活動課

生涯学習課

広聴事業

「まちづくり提案箱」「町長と語る会」を実施し、町長が町民などから直接、意
見・要望を聴取し、今後の町づくりに反映させます。また、町の計画・考え方な
どを説明することにより、相互の理解を深め、町民主体のまちづくりを推進し
ます。

秘書広聴課

ふれあい地区館活動事業

小学校区域ごとに、ＡＭＩふれあい地区館を設置しています。「いつでも、どこ
でも、だれでも」参加できるような体制を確立し、地域住民へ届ける生涯学習
をもとに地域に根ざした生涯学習の振興を図ることにより、互いに学びあい
人と人とのふれあいを深めることでコミュニティを醸成します。

中央公民館

保育所交流事業
二区保育所と茨城県立霞ヶ浦聾学校幼稚部との交流や、南平台保育所におい
て祖父母交流を実施します。

保育所

伝統芸能まつり
地域の中で受け継がれている貴重な町の歴史遺産である伝統芸能を広く町民
に周知し、保存意識の高揚及び後継者の育成を図るとともに、地域間・世代間
の交流促進を図るため、演舞者、演舞団体を一堂に集めて公演を行います。

生涯学習課

まい・あみ・まつり事業
町民の連帯意識の高揚を図り、潤いのある街づくり推進を目的にした町民総
参加によるまつりを実施します。

商工観光課

スポーツフェスタ
広く町民に、スポーツ・レクリエーションを振興し、町民の健康増進及び体力づ
くり並びに地域ぐるみの親睦融和を図ることを目的に開催します。

生涯学習課

町民活動課

防災危機管理課

大学講座連携委託事業
多様化、高度化する町民の生涯学習ニーズに応えるため、町内の大学等と連
携し、大学の教育・研究の成果を広く町民に開放して公開講座を開設し、良質
かつ高度な学習機会を提供します。

生涯学習課

企業連携事業
鹿島アントラーズFCとの「フレンドリータウンに関する協定」に基づき、フレン
ドリータウンデイズ『阿見の日』を開催するなど、地域振興・地域活性化を推進
します。

秘書広聴課

ふれあい・いきいきサロン事業
ふれあい・いきいきサロンの立ち上げや運営に関する相談、助成金などの支援
を行うことにより、地域住民の交流を図ります。

社会福祉協議会

地域活動支援センター運営事業
障害者等に創作的活動又は生産活動の機会を提供することにより職業訓練や
社会訓練の場とするともに、地域社会との交流を促進します。

社会福祉課

町民活動センター事業

ＮＰＯ団体等の町民活動への支援として、活動場所の提供、NPO法人の設立
支援、ボランティアリーダーの育成、NPO法人・ボランティア団体の交流、町民
活動に関する情報の収集と提供、町民活動への参加コーディネートを行いま
す。

町民活動課

シルバークラブ補助事業
町内のシルバークラブ及びシルバークラブ連合会が実施する事業（社会奉仕活
動事業、教養講座等開催事業、健康増進事業、連合会主催の行事、連合会運営
事務費）に対し補助金を交付し、老人の福祉の増進を図ります。

高齢福祉課

福祉センター運営事業
福祉センターまほろばを設置し、同好会、趣味教室、各種講座等に関する業
務、その他高齢者福祉事業を行い、高齢者の生きがい活動や福祉向上を推進
します。

高齢福祉課

高齢福祉課

社会福祉協議会

青少年健全育成のための環境整備
事業

青少年の健全な育成を図るため、健全な発達を阻害するおそれのある有害図
書浄化やパトロール活動等の実施により、より良い社会環境を整備します。ま
た、町民、関係団体、関係行政機関等と連携し、協力体制の確立を図ります。

生涯学習課

こども未来課

社会福祉協議会

公民館運営管理事業
地域における住民の学習需要に総合的に応えるため、地域の実情に応じた多
様な学習機会や集会の場を提供し、地域社会の形成や地域文化の振興を図り
ます。

中央公民館

地域予算制度
地域からの予算要望を町に提出するしくみの過程で、自分たちの住んでいる
地域を良くするための話し合いを行うことにより、地域のことを考える自治意
識の促進を図ります。

町民活動課

町民討議会事業
町を良くするための任意のテーマに対して意見を出し合う場を提供し、広く町
民の声を聴くとともに、地域のリーダーとなる人材の発掘と育成につなげま
す。

町民活動課

高齢福祉課

社会福祉協議会

高齢福祉課

社会福祉協議会

高齢福祉課

社会福祉協議会

社会福祉課

おやこ支援課
社会福祉協議会

基
本
目
標
１
　
地
域
の
支
え
合
い

、
助
け
合
い
を
推
進
す
る

１
地
域
福
祉
の
意
識
の
醸
成

（１）学校や地域における福祉教育の充実
（２）広報・啓発活動の充実 人権啓発・推進事業

人権が尊重される社会をつくるため、広報活動や街頭啓発、人権相談を継続
的に実施するとともに、教育、福祉をはじめあらゆる分野において、国籍や性
別、年齢、障害の有無等に関わらず、お互いを尊重し多様性を認め合う意識の
醸成に取り組んでいきます。

2
地
域
で
の
ふ
れ
あ
い

、
交
流
の
場
づ
く
り

（１）世代間交流の推進
（２）地域での交流活動の推進
（３）孤独・孤立防止の推進

コミュニティ助成事業
宝くじの社会貢献広報事業を活用し、コミュニティ活動に必要な備品、集会施
設の整備、自主防災活動に必要な備品の整備、青少年の健全な育成を図るた
め親子で参加するソフト事業の実施費用を助成します。

生活支援体制整備事業

高齢者を支える体制づくりを推進するため、「生活支援コーディネーター（地域
支え合い推進員）」の配置及び協議体の設置を行い、地域の課題を整理し、必
要とするサービスや支援を創出し、住民等による継続的な活動を支援してい
きます。

在宅福祉有償サービス（ひまわり）
住民の参加と協力により、地域の概ね65歳以上の高齢者、障害者、母子父子
家庭等で日常生活を営むうえで支障のある世帯などに、簡単な家事の手伝い
を提供する有料の在宅サービスを実施します。

〇

ひとり暮らし高齢者支援事業
高齢者のエアコン購入助成やゴミ出し支援等生活の質の確保にくわえ、高齢者
の安否確認を目的とした事業や、緊急事態への迅速な対応や不安解消を目的
とした事業に取り組みます。

子どもの居場所づくりの支援
地域子ども食堂への運営支援やひとり親家庭等への学習支援等、地域で子ど
もを見守る仕組みづくりを推進します。

3
地
域
に
お
け
る
支
え
合
い

、
助
け
合
い
の
仕
組
み
づ
く
り

（１）地域活動・ボランティアの人材やリー
ダーの育成
（２）ボランティア団体などと担い手をつ
なぐ仕組みづくり
（３）地域活動やボランティア活動への支
援
（４）地域活動組織の活性化
（５）支え合い、助け合いの仕組みづくり
への支援

敬老事業
高齢者に対して深く敬意を表するとともに、高齢者を大切にする地域づくりを
推進するため、敬老の日の前後に敬老事業を実施します。

ファミリーサポート事業

子育ての援助を受けたい人と行いたい人を会員とし、保育施設等への送迎や
一時的な預かり等の、有料の相互援助活動を行います。地域における相互援
助活動を支援することにより、保護者・妊産婦の不安や孤立感を解消するとと
もに、住民参加による子育ての輪を広げ、安心して子どもを産み育てることの
できる環境づくりを推進します。



相談窓口の周知
住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくために、様々な問題について気
軽に相談することができ、適切な福祉サービスを利用できるよう、相談窓口の
周知徹底を図ります。

関係各課

こども家庭センター
すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が
一体的に相談支援を行う機関として、こども家庭センターを運営します。

おやこ支援課

社会福祉課

社会福祉協議会

資金の貸付事業及び、生活困窮世
帯への食料品の提供

低所得、障害者および高齢者世帯の方々に、目的に応じた資金の貸付けを実
施するとともに、必要な相談支援を行い、その経済的自立および生活意欲の
助長促進、及び在宅福祉、社会参加の促進を図ります。また、善意銀行に寄せ
られた預託（寄付）金品を財源としてお米、缶詰、インスタント食品などを支給
することで生活困窮世帯が貸付制度等の利用を回避できるよう支援します。

社会福祉協議会

社会福祉課

健康づくり課

社会福祉課

健康づくり課

関係各課

ヤングケアラーへの支援

本来おとなが担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行って
いるこども、いわゆるヤングケアラーの問題は、ケアが日常化することで個人
の権利に重大な侵害を生じるおそれがあります。関係機関が情報共有・連携し
て早期発見・把握し、必要な支援につなげるよう努めます

おやこ支援課

健康教育
町民の健康づくりに必要な5項目を「健康あみ5つのあいことば」とし、あらゆ
る世代に向けて、ちらしの配布や講話による普及活動を実施します。

健康づくり課

健康運動普及事業
運動普及推進員の活動を支援し、地域での健康運動普及のための教室を実施
します。また、高齢者等の団体に対し、転倒予防、認知症予防のための教室を
実施します。

健康づくり課

介護保険事業
介護認定事務：要介護認定等の受付から結果通知までの一連の事務を行い、
介護保険サービスの円滑な利用を支援します。

高齢福祉課

高齢福祉課

社会福祉協議会

高齢福祉課

社会福祉協議会

障害者介護給付事業
障害者等が可能な限り自立して地域の中で生活できるよう、障害の程度や勘
案すべき事項を踏まえ、介護給付サービス及び障害児給付サービスの円滑な
利用ができるよう支援します。

社会福祉課

社会福祉課

高齢福祉課

社会福祉協議会

日常生活自立支援事業

認知症高齢者や知的または精神に障害がある人など、判断能力が不十分で、
かつ親族などの援助が得られない人が住み慣れた地域や家において自立した
生活が送れるよう、利用者の契約に基づいて、福祉サービスの利用援助等を
行います。

社会福祉協議会

社会福祉課

高齢福祉課

社会福祉課

高齢福祉課

社会福祉協議会

社会福祉課

高齢福祉課

社会福祉協議会

法人後見受任事業
（成年後見制度法人後見支援事業）

社会福祉協議会が法人として後見人となり、障害者や高齢者の権利擁護支援
を行います。

社会福祉協議会

再犯防止に関する周知啓発
犯罪や非行の防止と立ち直りを支援する取組である社会を明るくする運動な
どを通じて、再犯防止に関する地域での意識の醸成を図ります。

社会福祉課

安定した生活基盤形成の支援
仕事や住むところがないなどの理由から生活に困窮している方に対して、生
活困窮者自立相談支援事業や住居確保給付金、一時生活支援事業等を活用し
た、包括的な支援を実施します。

社会福祉課

関係団体との連携強化
保護司会や更生保護女性会等の更生保護諸活動に取り組む団体の活動を支
援するとともに、更生保護にかかわる団体や支援者、保護観察所等との連携
強化に努めます。

社会福祉課

要保護児童対策事業
児童虐待や育児放棄などの身近な相談窓口の体制強化を図るとともに、要保
護児童対策地域協議会やケース検討会議を活用し、関係機関と連携を図りな
がら、子どもと保護者への支援に取り組みます。

おやこ支援課

各協議会助成事業
町社会福祉協議会と連携した福祉体制が充実するとともに、民生委員・ 児童
委員が地域福祉の担い手として生き生きと活躍できるよう支援します。

社会福祉課

高齢福祉課

社会福祉協議会

基
本
目
標
2
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援
体
制
づ
く
り
を
推
進
す
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1
包
括
的
な
支
援
体
制
の
充
実

（１）総合的な相談支援体制の充実
（２）地域における身近な相談支援体制の
充実
（３）複合的な生活課題を抱えた人への支
援体制の強化

生活困窮者の相談、支援体制の整
備

生活保護の前段階にある複合的な問題を抱える生活困窮者の把握に努め、早
期自立につなげられるよう相談体制を整備します。また、生活困窮者の早期自
立に向けて、県南県民センターやハローワーク等の関係機関と連携した包括的
支援を行います。

ひきこもり者やその家族への相談
体制の充実

茨城県の精神保健福祉センター及び保健所と連携し、相談体制の充実を図り
ます。

自殺対策の推進
自殺対策に係る知識の普及や相談窓口の周知を行うとともに、地域や関係機
関との連携を図ります。

2
保
健

、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

（１）情報提供の充実
（２）福祉サービスを総合的に提供する仕
組みの充実
（３）健康で活気のある地域づく

地域支援事業

介護予防・日常生活支援総合事業：チェックリストによる事業対象者や要支援
認定者が総合事業サービスを利用したときのサービス費の給付や、高齢者を
対象とした介護予防の教室等を実施します。
包括的支援事業：地域包括支援センターを運営し、高齢者が支援を要する状態
になった場合でも、できるだけ住み慣れた地域で自立した日常生活を営むこ
とができるよう、相談や支援を行います。

家族介護支援事業
在宅での介護に関し、介護用品の補助や介護・福祉に役立つ知識・技術の習
得、介護者同士が交流できる場を設け、支援します。

地域ケア会議等において、事例を多職種で検討し、高齢者の自立支援に資す
るケアマネジメントに向けた支援や、課題解決のための地域ネットワーク構築
等をめざします。また、地域課題や不足する社会資源等を把握し、新たな社会
資源の開発等につなげていきます。

3
権
利
擁
護
の
推
進

【
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画

】

（１）権利擁護や成年後見制度※の周知啓
発と利用促進
（２）中核機関の運営
（３）権利擁護支援の地域連携ネットワー
クづくり

権利擁護と成年後見制度の周知啓
発

広報紙やリーフレット等による情報の発信や、相談窓口の周知、及び講演会等
の開催により、制度内容に関する啓発に取り組みます。

成年後見制度利用支援事業

成年後見人等となる親族がいないことで、日常生活の意思決定の不安や、福
祉サービス等の利用に支障がある人を対象に、成年後見等開始審判申立てを
町長が行い、その申立てに要する費用及び成年後見人等への報酬費用の助成
を行います。

権利擁護支援が必要な人への支援
体制の構築

本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人がチームとなって日
常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行う
仕組みづくりを推進します。

中核機関の運営

中立性・公正性の確保に留意し、中核的な機関のあり方や運営方針について
検討し、成年後見サポートセンターが中核機関の機能の一部を運営します。
既存の組織を活かしながら、新たに多職種による成年後見制度に関する支援
策の向上について協議する場を設置します。

4
再
犯
防
止
の
推
進

【
再
犯
防
止
推
進
計
画

】

（１）再犯防止等に関する広報・啓発活動
の推進
（２）関係団体・関係機関との連携
（３）犯罪をした人等の社会復帰及び生活
への支援

５
地
域
福
祉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

づ
く
り

（１）民生委員児童委員活動の支援
（２）社会福祉協議会との連携強化
（３）多様な活動をつなぐネットワークづく
り

地域ケア会議事業



自主防災組織育成事業
地域防災計画に基づく「共助」を促進し、地域防災力の向上を図るため、防災
士の資格を有する町内の有志「防災アドバイザー」と協力し、各自主防災組織
が作成する地区防災計画の作成支援を行います。

防災危機管理課

防災訓練実施事業
近い将来発生が懸念されている首都直下地震等、地震災害への対応を、町民・
防災関係機関・行政がそれぞれ連携して実践的な訓練を行い、災害対応力の
強化と相互の協力体制を確立します。

防災危機管理課

避難行動支援体制の整備
避難行動要支援者の避難が円滑に行われるよう、避難行動要支援者名簿や、
個別プランを整備し、平時から避難支援等関係者間において情報共有をする
ことで、災害時の支援体制の強化を図ります。

社会福祉課

青色防犯パトロール事業
青色防犯パトロール車の巡回により、犯罪や交通事故の発生抑止に取り組み
ます。青色防犯パトロール車は、防犯連絡員や地域防犯活動組織等への貸出も
行っています。

生活環境課

防犯対策事業
町防犯連絡員協議会への活動助成や地域防犯活動組織への物的支援、夜間に
おける歩行者の安全確保のための防犯灯の設置、犯罪や交通違反の抑止等の
ための防犯カメラの設置などにより、犯罪や交通事故の発生抑止を図ります。

生活環境課

空家対策事業
管理不全となる空家が発生しないように啓発に努めます。また、管理不全であ
る空家の所有者等に対しては、改善指導等を行うことにより近隣住民の不安
の軽減と住環境の向上を図ります。

生活環境課

空家バンク制度事業
空家を空き家バンクに登録していただくことによって、空家の購入等による利
活用を促進し、空家の解消を図ります。

生活環境課

高齢者買物支援実証事業（移動
スーパー）

徒歩圏内に店舗がなく、また車や免許がないことから自家用車での移動が困
難な人に、移動販売車による食料品等の生活必需品を販売し、買い物を支援
します。

高齢福祉課

公共交通対策事業
阿見町デマンドタクシー【あみまるくん】の運行により、車を運転しない人や、
交通手段に不便をきたしている人の移動利便性の向上に努めます。

都市計画課

社会福祉課

関係各課

低床カー貸出事業

高齢者・障害者（児）を同乗して外出する人に、車椅子ごと乗れる軽車両を２日
間限定で貸出します。ガソリン代として１㎞あたり１０円の負担があります。予
約は１ヶ月先まで可能ですが複数の予約は出来ません。（当日、予約がない場
合は使用可）

社会福祉協議会

居住地校交流事業

特別支援学校と地域の小・中学校等の子どもたちが交流を深めることにより、
地域の仲間として自然にかかわりながらともに助け合い、支え合っていくこと
の大切さを学ぶ機会を推進します。また、特別支援学校に通う子どもたちが居
住する（自宅のある）地域の小・中学校等の子どもたちと一緒に交流や学習活
動を行います。

指導室

生涯学習課

保育所

こども未来課

生涯学習課

指導室

保育所

こども未来課

防災危機管理課

2
暮
ら
し
や
す
い
生
活
環
境
の
充
実

（１）快適に暮らせる環境づくり
（２）バリアフリー等によるまちづくりの推
進

外出支援サービス
65歳以上の高齢者等で一般の公共交通機関を利用することが困難な人に、
通院等に必要な送迎を行うための助成を行い、在宅福祉の推進及び家族の負
担軽減を図ります。

保幼小連携事業

幼稚園・認定こども園・保育所での育ちと学びを小学校での学びにつなぐ教育
活動を実践するために、小学校と幼稚園・認定こども園・保育所が連携し、お互
いの教育・保育を理解し、見通して、子どもの育ちと学びを連続させていく保
幼小連携教育の充実を図ります。

基
本
目
標
3
　
安
全

、
安
心
な
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る

1
防
災

、
防
犯
体
制
の
充
実

（１）災害時における地域防災体制づくり
（２）避難行動要支援者の避難支援体制づ
くり
（３）地域で取り組む防犯体制づくり

地域防災事業
災害に備える体制つくりとして、
・地域防災計画等の見直し　・災害情報伝達手段の整備
・各種団体との災害時応援協定締結等を進めます。

高齢福祉課

バリアフリー化・ユニバーサルデザ
インの推進

ヘルプマークやいばらき身障者等用駐車場利用証制度の周知や、身障者等用
駐車場の適正利用を促進します。
公共施設等のバリアフリー化やユニバーサルデザインに基づいた整備、利用者
にとって分かりやすい案内表示の設置を推進します。

就学前教育事業

幼児教育において家庭・地域の教育力の向上を目指し、子どもたちを地域で
支える意識の醸成を図ります。また、幼稚園・認定こども園・保育所との連携を
より一層強化していき、健やかな成長のための適切な環境づくりを目指し、充
実した教育が提供できるよう努めます。


